
一宮市友愛訪問活動事業委託料交付要綱

(目 的 )

第 1条  この事 業 は 、老 人 クラブ 員 (′

1)積 極 的 な協 力 を得 て 、対 象者 宅 を慰 間 、

激 励 し、孤独 感 及 び疎 外感 を な く し、高齢 者相互 の ふれ あい を高め 、かつ 、

生 きが い を与 え る こ と と と もに虚 弱 な 高 齢 者 を把 握 す る こ とを 目的 とす

る。

(訪 問対象者 )

第 2条  訪問対象者は、一宮市老人クラブ連合会に加入 している単位老人ク

ラブ会員で、満 65歳 以上のひ とり暮 らし高齢者 (病 弱な高齢者夫婦のみ

vの 世帯を含むc)及 びねたきり高齢者 (以 下 「高齢者世帯」 とい う。)と す

る。

(委 託内容 )

第 3条  この事業は、一宮市老人クラブ連合会に委託 し、各 クラブ長の協力

を得て実施す る。

2 老人クラブ員は、高齢者世帯を随時訪問 し、愛の一声をかけ慰間、激励

を行い安否の確認 を行 うとともに虚弱な高齢者の把握 を行 う。

3 実施期間は、別途締結す る委託契約により定める期間 とする。

(遵守事項 )

ヽ第 4条  老人クラブ員は、訪間活動によ り知 り得た秘密は、他に漏 らしては

な らない。

(委 託料の交付 )

第 5条  委託料の交付手続 き等については、一宮市委託料交付要綱 (昭 和 3

6年 9月 20日 庁達第 4号 )に よるものとする。

2 委託金額は、予算の範囲内で定めた額 とする。

(実施報告 )

第 6条  事業終 了後、速や か に友愛訪 問 活動 事業実施 報 告 書 に精算書 を添 え

て市長に提 出す る もの とす る。

(雑 則 )

第 7条  この 要綱 に定 め る もの の ほか 、必 要 な事項 は別 に定 め る。

6-1



こ の

こ の

こ の

こ の

こ の

こ の

付  則
要綱 は 、

付  則

要綱 は 、

付  則

要綱 は 、

付  則

要綱 は 、

付  則

要綱 は 、

付  則

要綱 は 、

平成 3年 5

平 成 8年 5

平 成 16年

平成 17年

平 成 18年

平成 30年

.月

月

6

7

4

′

1

3

月

月

月

月

7

0

1

5

1

b

日

日

4

ロ

日

日

か ら施行する。

か ら施行する。

日か ら施行する。

か ら施行する。

か ら施行す る。

か ら施行す る。

⌒

6… 2



（。●伽掏鍛判ｅぐｅ蟻氷榊襲値轡眠慄）榊襲値Ｄ゛神３
判６

さ週報　叶叩　　　ピ

<

●２
C■

∞
0ヽ「
uっ

“

D
C0
Cわ
〇一

倒¨
∞一
一一
い一
∞一
い一
∞一
〇一
ＯＮ
市

一　´

″ヽ

′|||

~叫

てく中悩⊃製‘暖撃型まヽ総椰や卜題星報悴く′⊃田和里劇撃”一騨準＜駆製二智製二）⊃く編※

榊輩値３和型栗

さ」名　せ響　　　ピ

く

退
0ヾ

∞
ヽ
ヤ

“

つ

“

つ
■
ヽ
0つ
Cヽ
〇一

銀一
∞一
せ一
Ю一
Φ一

∞一
〇一
〇∞
4-,lic

6-3

十十一日■叫一１ト一“ｎ中Ａ一“Ｃ一雲市　．■卜ぐ嘔′一彙″ｆ榊翡ｉ〉メ

叩ヽいヽ　　　凶側

（Ｊせトロ時↑）榊ぶ夜肛綿劇摂 勲ョ響「くぃｅＳ掏椰、饉掟ｐ口ゃ凶烈中′里ッ椰（爛
　】

。卜椰３躍く腱「里習円）伸型　※

。卜悩⊃型３３睡総

一∞瞑０一叶卜黒↑


